
 日興リサーチセンターの調べでは、個人投
資家の投資信託への投資が活発化し、2021年
度には10兆円の個人金融資産が株式投信に流
入したことが分かりました。 

コロナで巣ごもり投資？ 個人投資家､今どき事情！ 
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個人株主､過去最多の延べ5,981万人 

どうなる｢貯蓄から投資へ｣ 

個人金融資産2,000兆円時代！ 
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●個人マネー投信に10兆円！ 

新型コロナ禍の下、若年層を中心にオンライ

ン投資が拡大しています。先行きの見えないコ

ロナ禍でも、株高の影響などで個人投資が活発

化。政府が以前から推奨していた「貯蓄から投

資へ」の動きは本格化するのでしょうか。

コロナ禍の個人投資家 

●個人株主、延べ数で過去最多！ 

  「長期目線の投資家が増えており、かつての
ように株安時に現預金にシフトすることなく流
入が続いている」とか。若年層による積立投資
など、長期の資産運用の資金が厚みを増してい
ます。資金流入が多い投信は海外株型で、21
年度は流入額の77％を占めているとか。 

  東京証券取引所が昨年発表した株式分布状
況調査によると、2020年度の個人株主は延べ
5,981万人と過去最多になりました。前年度か
ら308万人増で、7年連続の伸びでした。 
（株主数は各企業分の単純合算で重複があり、例
えば1人が10銘柄持っていれば延べ10人に。） 

●個人マネーが投資に向かう？ 
 日銀の資金循環統計によれば、21年度末の
家計の金融資産は2,023兆円と初めて大台を突
破。これを受け、その一部が投信に向かう流れ
が年々強くなり、実際に3月末で株式投信の純
資産総額は3月末で86兆6,000億円程度と、
過去最大の水準で推移しています。 

＜コロナ下の株高で取引活発化？＞ 保有額で
も「個人･その他｣は125.5兆円と前年度比35.1
兆円増で、初の120兆円乗せに。株高の影響で
個人の株取引が活発化したのが背景。株高に加
え、売却益や配当が非課税の｢NISA｣の浸透で保
有銘柄増や投資家の裾野拡大につなげた。

●実は日銀が最大保有者！？ 

東証再編 

プライム 
指数  家計金融資産残高と前年比の推移 

  保有額が全体に占める比率でみると、個人･
その他は前年比0.3ポイント増の16.8％で、外
国人投資家などが同0.6ポイント増の30.2％で
3年ぶりに30％超に。信託銀行は同0.8ポイン
ト増の22.5％で、事業会社を抜いて過去最高
を記録しました。上場投資信託（ETF）の買い
入れで、日銀が国内株の最大保有者になった影
響もあるようです。一方、銀行･保険など金融
機関は持ち合い解消などで比率は低下傾向に。

＜前年度の3倍、リーマン後最大＞  株式投信
（上場投資信託除く）の2021年度純流入額は
約9兆9,000億円と、前年度比3倍増で、08年
のﾘｰﾏﾝ･ｼｮｯｸ以降で最大となった。08年度以降
で最高の15年度の7兆円を上回ったうえ、月別
でも12ヵ月すべてで流入超になった。 

●若年層の積立投資など長期運用 
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●ネット取引口座数が13％増！ 

●東証、地盤沈下に危機感！ 

 トップのオリックスは21､22年と1株当た
り78円配当、自己株式取得など、株主還元に
積極的で株主優待も充実。2位、4位の日本航
空とANAは公募増資とコロナ後の需要回復へ
の期待で、3位JTは高配当銘柄。10位のアン
ジェスは1999年に大阪大医学部森下隆一教
授が創業した創薬ベンチャーで、新型コロナ
ウイルスDNAワクチン開発を推進。 

 ｢大株主総覧2021年版｣によれば、コロナ禍
でも個人株主を増やした企業は次のとおり。 

●60年ぶり、東証市場再編！ 

●世代間で違う投資傾向！ 

●なぜ今、東証市場再編？ 

 4月4日、東京証券取引所は60年ぶりとなる
市場区分の見直しと再編を実施しました。 

 再編前の東証には4つの市場があり、全体で
約3,700社が上場しており、内訳は東証1部が
約2,100社で、2部の約500社、新興企業の
ジャスダック約700社やマザーズの約300社
を大きく上回っていました。 

 東証が60年ぶりに再編に踏み切ったのは、
世界の主要な証券取引所に後れを取り、東証の
地盤沈下が進んだことへの危機感があります。 

＜退出基準が甘く、東証1部が膨張＞  東証
1部に直接上場するための時価総額が12年に2
50億円に引き下げられ、2部やマザーズから
の内部昇格は40億円で1部上場が可能に。市
場からの退出基準も甘く、時価総額が10億円
あれば上場を継続できるため、企業が自らの価
値を引き出す努力を怠る弊害が目立っていた。 

   ｢株主の裾野が広がってきた」との声もあり
ます。過去の失敗体験にとらわれない若年層
が、新型コロナ感染拡大で相場が下落した局面
で参入しています。日本証券業協会によると、
20年度はネット取引口座数が前年比13％増
で、伸び率は過去5年で最も高いとか。 

   若い世代ほど新規開設に積極的で、20代以
下は4割強増え、30代も2割増。60代以降は
6％前後の増加にとどまり、個人投資家全体で
は20年度に金額ベースで日本株を売り越して
います。保有額が大きい高齢世代が年度後半の
相場上昇で利益確定売りに回ったようです。 

●コロナ禍で個人株主が増えた企業 

1 オリックス 286，178 725，981 

2 日本航空 224，118 366，625 

3 J T 217，401 609，497 

4 ANAﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 173，548 634，366 

5 三菱UFJﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ 166，977 837，925 

6 ＥＮＥＯＳﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 157，612 347，567 

8 三菱商事 105，222 327，710 

9 Zﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 89，847 247，400 

10 アンジェス 69，569 118，326 

順
位 

社 名 2020～22年 
増加数 

2022年度 
単元株主数 

7 武田薬品工業 138，579 466，155 

＜東証の市場再編のイメージ＞ 

資料：朝日新聞 

 バブル期には上場企業の株式時価総額が世
界一を誇った東証ですが、日本の低成長を映
すように欧米の証券市場より地盤沈下が進
行。東証上場企業の時価総額は直近10年間で
2倍ですが、急成長する米ＩＴ大手などが上場
する米ナスダックは6倍超に。3倍超に膨らん
だ上海にも抜かれ、東証は5位に転落です。 

●世界の投資マネー呼び込めるか？ 
 最上位のプライム市場では流通株式時価総額
が100億円以上などの条件を満たし、海外投
資家の投資対象となる企業を対象としました。
一般投資家が自由に売買できる株式の割合を高
め、市場評価を高めるため、独立社外取締役の
比率を高めたり、国際基準に基づく気候変動リ
スクを開示するなどガバナンス向上も
必要で、東証の姿勢だけでなく、上場
企業の改革そのものも問われます。 

●｢看板の掛け替え」と冷めた声も 

 再編で市場の魅力を高め、投資マネーを呼び
込む意向でしたが、プライム市場の顔ぶれは大

東証再編の背景と影響



NEWS  RELEASE  NEWS  RELEASE  NEWS  RELEASE  NEWS  RELEASE  NEWS  RELEASE  NEWS  RELEASE  NEWS  RELEASE  

Copyright© EIWA Consulting, Inc. All Rights Reserved 
NEWS RELEASE 2022.05 

●スローガン掲げて20年！ 
 家計の金融資産に対する現預金の割合は20
00年の53.9％に対し、20年は53.7％と20
年間変化なく、欧米とは大きな差が。 

●日本は倍、米国は6.7倍増！ 

●再編1ヵ月、大きな変化なし！ 

 個人金融資産が21年度末で2,000兆円を突
破、ここ数年は株高の恩恵もあり、30年前に
比べ倍増しています。株･投資信託が金融資産
の半分を占める米国は30年で6.7倍に増加。
日本の家計は株高の恩恵を受けづらく、企業に
もお金が巡りづらい構図になっています。 

＜再編で市場区分を明確に＞ 

●2001年の政府スローガン 

 「貯蓄から投資へ」という言葉は2001年に
政府が掲げたスローガンです。背景は日本の家
計の金融資産が預貯金に偏っていたためで、政
府は貯蓄から投資への流れを進めるため様々な
政策をとってきましたが、効果のほどは？ 

 これまで東証株価指数（TOPIX）が流通時
価総額100億円以上を対象としたプライム指
数に代わりましたが、パフォーマンスはTOPI
Xと動きがほとんど変わらないようです。 

＜金融庁金融レポートによると＞ 
●1995年のアメリカの家計金融資産のうち、

株式･投資信託の占める割合は25.1％
●1995年の日本の家計の金融資産のうち、

株式･投資信託の占める割合は9.6％

 日本で資産形成が進まない背景として金融
に関する知識不足が指摘されています。日本
でも10年ぶりに学習指導要領が改訂され、金
融経済教育が追加されました。 

きくは変わらず、｢看板の掛け替え」との批判
も。東証1部企業の約8割がプライム市場に移
行しており、「投資先の選別のためにもっと上
場企業を絞り込んでほしい」という投資家の意
向よりも、｢最上位市場に居続けたい」という
企業や取引先の意向が今のところ優先されたた
め、小幅な再編になったようです。 

貯蓄から投資時代へ？ 

295
基準未達 

●学校で金融経済教育スタート！ 
＜投資促進策と社会背景＞ 

2003～ 
13年 

証券税制優遇措置（上場株式、投資信託
売却益、配当金課税20％⇒10％） 

2014年 
NISAの導入（一定額まで株式投資の売
却益や配当金が非課税） 

2016年  
スローガン変更「貯蓄から資産形成に」

ジュニアNISA導入（23年廃止予定） 

2018年 
つみたてNISAの導入 

iDeCo（所得控除や運用益が非課税にな
る資産運用型の確定拠出年金）の導入 

2019年 老後資金2,000万円不足問題 

2020年 新型コロナ感染拡大、巣ごもり投資 

●投資･資産形成への緩やかな流れ 

コロナ禍に株高基調が続いたことで、若年者
を中心に変化の兆しが。一方、19年の老後資
金の2000万円不足問題で資産形成の必要性が
認識されたこともあり、NISAなどの制度面の
後押しもあって、貯蓄から投資･資産形成への
流れは緩やかに進んでいるのかも知れません。 

＜バブル崩壊のトラウマ無し＞ 若年者ほど
投資に前向きなのはバブル崩壊のトラウマがな
いからとの声も。社会人になってすぐ積立てを
始めたとすると、今の40～50代はバブル崩壊
やリーマン危機の株安で損益がマイナスになる
局面が長く続いた。対照的に20代は長期の株価
低迷を経験しておらず、30代も運用序盤のリー
マン危機後、株価は回復している。どちらもNIS
Aの投資促進策の後押しを受けた世代だ。

●小学校【家庭科】
金銭の計画的な使い方、買物(適切な購入)

●中学校【社会】【家庭分野】
生産や金融の仕組み、計画的な金銭管理

●高校【公民科】【家庭科】
金融商品のメリット･デメリット、ライフプラ
ンニングやリスク管理、将来に備えた資産形成
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「所有者不明土地」の解消へ－相続登記の大改正－ 
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●本来の相続登記の手続き 

 相続発生後に相続人が土地や建物を相続

する際は、通常、次のステップで手続きを

進めます。 

◆ステップ１ 必要書類を集める

現状の把握とその後の手続きのため、①固定資産

税納税通知書、②登記済権利証、③登記簿謄本、さ

らに④被相続人と相続人の戸籍謄本を集めます。 

◆ステップ2 遺産分割協議を行う

相続人全員で誰が何を相続するか話し合います。

◆ステップ3 書類を準備したら登記申請を行う

名義変更のための手続きです。

通常、2週間程度で不動産の登記が完了します。

●深刻な「所有者不明土地」問題 

 実は相続登記は義務ではないので、相続し

た土地を未登記のまま放っておくケースが少なくあ

りません。 

 未登記では先祖名義のままで相続関係者が増え、

持ち主か特定できない共有土地や、所有者と連絡が

とれず生死も不明などで、「所有者不明土地」は増え

るばかりで深刻な社会問題に。利用や開発ができな

いばかりか、固定資産税の課税もれ、治安悪化、管理

が行き届かないなど多くの弊害をはらんでいます。 

 「所有者不明土地」はなんと410万ha（2016年

調査）と、九州全体よりも広く、日本の面積（3,78

0万ha）の実に1割強にあたります。 

●ご存知ですか？相続登記の免税措置 

 ご自身や周りで相続登記が済んでいない不動産は

ありませんか？ 

相続登記には登録免許税免税の特例があります。 

◆相続登記せずに亡くなった場合の特例

親からの相続した不動産で“祖父名義”のままだ

と、本来、①祖父から親、②親から自分と２世代分

の登記手続きが必要ですが、特例のおかげで①の登

録免許税0.4％が免税になります。 

◆少額土地の特例

相続土地の価額が100万円以下の場合、相続登

記、所有権保存時の登録免許税は免税になります。 

 登録免許の税率は0.4％、評価額100万円でも１

件4,000円と少額ですが、件数次第ではちょっとし

たコストの節約になりそうです。 

●要らない相続土地を国へ提供！？ 

 土地を相続したものの負担に感じたり、手放した

いと思う相続人向けに、2023年4月から“相続土地

の国庫帰属制度”がｽﾀｰﾄします。とはいえ、通常の管

理・処分ができる土地しか引き取ってもらえません。 

審査手数料のほか、原野で20万円、市街地の宅地

200㎡なら80万円など10年分の土地管理費の負担

も必要に。さてどこまで利用が広まるでしょうか？ 

●大改正！相続登記の義務化 

 「所有者不明土地」対策のひとつとして、 

2024年4月1日から相続登記が義務化され、

正当な理由なく登記しない場合10万円の過料（＝

罰金）対象と、罰則規定も設けられます。 

 登記申請の期限は「一般的な相続なら、遺産分割

協議締結後3年以内」となります。 

◆未登記資産はすべて登記が必要！
改正後の相続はもちろん、過去の相続で引き継い

だ土地を未登記のままにしている場合も、今回の改
正対象なのでご注意を！2027年4月1日までに相続
登記が必要です。相続登記が終わっていない不動産
すべてを義務化対象として、相続登記もれを一気に
解消できるでしょうか？ 

◆遺産分割でもめていても3年以内に登記へ！
遺産分割協議が進まず誰が相続するか決まらない

時も、3年以内の登記申請が必要です。 
 ただし、①不動産の登記名義人が亡くなったこ
と、②自らが相続人であることを申し出れば、登録
免許税負担なしで法務局が登記してくれます。 

引き取ってもらえない土地の例： 
・建物等があって通常の管理処分ができない
・土壌汚染や埋設物がある ・崖地
・権利関係で争いがある、担保権設定済みなど

●住所変更登記も義務化へ 

 住所変更登記がされないまま所有者と連絡

がとれなくなるのも、所有者不明土地増加の

原因です。 

 改正で、住所変更後２年以内の登記申請が義務化

され、守らないと5万円以下の過料対象となります｡ 

 ただ転居や本店移転の都度の変更登記が負担と

なってきたのも事実。新制度では登記申請時に検索

用情報として、個人の生年月日等、法人の法人番号

などを申請させ、登記官が住基ﾈｯﾄﾜｰｸなどを検索し

て、非課税で職権登記する仕組みになるようです。 

 登記費用がかからないなら、住所変更登記も少し

は進むでしょうか？ 


